
 

給与支払報告書の記載の仕方 
 

❶「個人番号」※別人の番号を記載しないように注意してください。 

受給者の個人番号（マイナンバー）を記載します。 

❷「（源泉徴収）控除対象配偶者の有無等」 

▶配偶者控除の対象  ：合計所得が５８万円以下の配偶者 

▶配偶者特別控除の対象：合計所得が５８万円超え１３３万円以下の配偶者 

❸「控除対象扶養親族の数（配偶者を除く。）」 

１６歳以上の扶養親族の人数を記載します。 

❹「16 歳未満扶養親族の数」（※扶養控除の適用はありません。） 

０歳から１５歳（※令和７(2025)年 12 月 31 日現在の満年齢）までの扶養親族の人数を記載します。 

❺「非居住者である親族の数」 

扶養親族のうち、海外に住んでいる人数を記載します。 

❻「社会保険料等の金額」 

生計を一にする家族の社会保険料を負担した場合も社会保険料控除を受けることができますが、年金から

天引きされた社会保険料については、その年金受給者本人以外は控除対象外です。 

❼「摘要」欄に記載する内容について 

▶前職給与を合算して年末調整した場合は、前職の会社名、支払金額、社会保険料、源泉徴収税額を記載して

ください。 

▶普通徴収に切り替える場合は、摘要欄に切替理由書と同じ符号（普 A～普 F のアルファベット）を必ず記

載してください。 

▶扶養親族が 5 人以上いる場合には、5 人目以降の方の氏名を記載してください。 

※0 歳から 15 歳までの扶養親族は氏名（年少）と記載してください。 

❽「生命保険料の金額の内訳」※内訳の記載がないと、生命保険料控除を適用できません。 

 保険の種類ごとに支払金額を記載します。 

❾「住宅借入金等特別控除の額」の内訳 

▶住宅借入金等特別控除の適用がある場合には、適用数を記載します。通常は「１」、増改築等の新たな借入

れによる追加の控除を受けた場合は「２」以上を記載します。 

▶年末調整で控除しきれない控除額がある場合には、住宅借入金等特別控除可能額を記載してください。 

▶特別控除区分は次のとおりです。（一部例） 

eLTAX

区分 

給与支払報告書に

記載する内容 

※当該住宅の取得や増改築が特定取得に該当する場合は（特）、特別特定取得に該当する

場合は（特特）と記載します。 

０１ 

１１ 

２１ 

「住」 

「住（特）」 

「住（特特）」 

一般の住宅借入金等特別控除（増改築を含む。） 

「０１」で特定取得に該当する場合 

「０１」で特別特定取得に該当する場合 

０２ 

１２ 

２２ 

「認」 

「認（特）」 

「認（特特）」 

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 

「０２」で特定取得に該当する場合 

「０２」で特別特定取得に該当する場合 

０３ 

１３ 

「増」 

「増（特）」 

特定増改築等住宅借入金等特別控除 

「０３」で特定取得に該当する場合 

※特に増改築の場合、正しい区分が記載されているか必ず確認してください。 

「一般の住宅借入金等特別控除（増改築）」と「特定増改築等住宅借入金等特別控除」で、市県民税の計算が

異なることがあります。 

※特別特例取得、特例特別特例取得の場合は、区分が異なる場合があります。 

❿「（源泉・特別）控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16 歳未満の扶養親族」 

  それぞれの氏名、個人番号（マイナンバー）を記載します。 

※別人の番号を記載しないように注意してください。 

⓫「支払者の個人番号又は法人番号」 

支払者の個人番号（マイナンバー）又は法人番号を記載します。 

⓬「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に基づいて控除した特定親族特別控除の額を記載してください。 

※親族等の合計所得金額が５８万円以下の場合又は１２３万円を超える場合は、特定親族特別控除の適用 

は受けることができません。 



 

 

（１）給与所得控除の金額について ※年末調整した場合のみ 
所得金額調整控除の適用がある場合は、所得金額調整控除の額を控除した後の 

金額を記載します。※（３）参照 

 

（２）基礎控除の額について      ※年末調整した場合のみ 
基礎控除の額は、「給与所得者の基礎控除申告書」から転記してください。 

 
（３）所得金額調整控除について   ※年末調整した場合のみ 

     ◇調整額の計算方法  
(給与等の収入（1,000 万円を超える場合は 1,000 万円）－850 万円)×10％ 
給与等の収入が 1,000.万円の人の場合（1,000 万円－850 万円）×10％＝150,000 円⇒（3）へ記載 

1,000 万円－195 万円（給与所得控除）－15 万円（調整控除）＝7,900,000 円⇒(１)へ記載 

 

 

 

 

 

 

 

 
（４）寡婦/ひとり親について  

「ひとり親」は婚姻暦の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者が該当します。 

同一世帯内に未届の夫又は妻等がいる場合は、事実婚（事実上の婚姻関係）になります。 

 

 

 

 

 
 

⑧ 

        

 

〇所得金額調整控除が適用される人
給与等の収入金額 850万円超　　＋ （ア）本人が特別障害者

右の（ア）～（エ）のいずれかに該当する人 （イ）同一生計配偶者が特別障害者

（ウ）扶養親族が特別障害者

（エ）扶養親族が年齢２３歳未満

※所得控除後の適用がある場合は、（ア）～（エ）の要件に応じて記載をしてください。※所得控除後の適用がある場合は、（ア）～（エ）の要件に応じて記載をしてください。

「本人が障害者」の「特別」の欄に〇（ア）本人が特別障害者

（イ）同一生計配偶者が特別障害者

（ウ）扶養親族が特別障害者

（エ）扶養親族が年齢２３歳未満
摘要欄に扶養親族の氏名（調整）と記載

摘要欄に同一生計配偶者の氏名（同配）と記載

□ 夫と離婚し、子以外の扶養親族がいる。又は、夫と死別（夫が生死不明）

□ 合計所得金額５００万円以下

□ 事実婚の状態にない

⇒上記にあてはまる場合には「寡婦」に〇を記載してください 〇

□ 現に婚姻していない又は配偶者の生死不明

□ 同一生計の子あり（合計所得４８万円以下）

□ 合計所得金額５００万円以下

□ 事実婚の状態にない

⇒上記にあてはまる場合には「ひとり親」に〇を記載してください 〇

ひ
と
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親

寡
婦

（総所得金額等４８万円以下） 

❿ 

⓫ 

❺ 

⑴ 

❸ 

❶ 

❷ 

❾ 

❹ 

❼ 

❻ 

❽ 

⑵ ⑶ 

⑷ 

⓬ 


